
 瀬戸市社会教育委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例をここ  

に公布する。  

  平成２６年３月２８日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第７号  

瀬戸市社会教育委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例  

瀬戸市社会教育委員の定数等に関する条例（昭和２４年瀬戸市条例第３

４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

   瀬戸市社会教育委員に関する条例 瀬戸市社会教育委員の定数等に関する条例 

 （趣旨）  

第１条 この条例は、社会教育法（昭和２４年法

律第２０７号）第１８条の規定に基づき、社会

教育委員の設置に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

第１条 社会教育法（昭和２４年６月１０日法律

第２０７号）第１５条の規定に基き、本市に瀬 

戸市社会教育委員（以下委員という。）を置

く。 

（定数）  

第２条 ＜省略＞ 第２条 ＜省略＞ 

（委嘱の基準）  

第３条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員

会が委嘱する。 

 

 ⑴ 学校教育の関係者  

 ⑵ 社会教育の関係者  

 ⑶ 家庭教育の向上に資する活動を行う者  

 ⑷ 学識経験のある者  

（任期）  

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再

任を妨げない。 

第３条 委員の任期は、１年とする。但し、重任

を妨げない。 



２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 

３ 教育委員会は、特別の事情がある場合に

は、委員の任期中でも委員の委嘱を解くことが

できる。 

 

 第４条 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 第５条 特別の事情がある場合には、委員の任期

中でも解嘱することができる。 

（委任）  

第５条 この条例に定めるもののほか、必要な事

項は、教育委員会が別に定める。 

第６条 この条例に定めるものの外、必要な事項

は、教育委員会が別に定める。 
  

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

 

http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView

